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吹田市規則第６２号 

 

吹田市個人情報の保護に関する法律施行細則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、吹田市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年吹田市

条例第３６号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（写しの作成等に要する費用） 

第２条 条例第５条に規定する写しの作成及び送付に要する費用については、吹田市

情報公開条例施行規則（平成１４年吹田市規則第３９号）第１４条の規定を準用す

る。 

（運用状況の公表の方法） 

第３条 条例第１６条の規定による運用状況の公表の方法については、吹田市情報公

開条例施行規則第１５条の規定を準用する。 

（請求書等の様式） 

第４条 法の規定により作成する請求書等の様式は、市民部長が定める。 

（委任） 

第５条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民部長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（吹田市個人情報保護条例施行規則の廃止） 

２ 吹田市個人情報保護条例施行規則（平成１４年吹田市規則第４０号）は、廃止す

る。 

（吹田市個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置） 

３ この規則の施行前に前項の規定による廃止前の吹田市個人情報保護条例施行規則

の規定によりなされた自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の

中止に係る手続については、なお従前の例による。 


